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4

小
山
地
区
医
師
会
市
民

公
開
講
座
よ
く
わ
か
る

白
内
障
と
緑
内
障

入
場
無
料
・
予
約
不
要
で
す
。

ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
日　

時

11
月
11
日
㈰

午
前
10
時
〜

■
会　

場　

き
ら
ら
館

■
第
１
部

・
市
民
公
開
講
座

時
間
：
午
前
10
時
〜
11
時

（
受
付
：
９
時
30
分
〜
10
時
）

講
演
：「
目
の
病
気
」

〜
あ
な
た
も
白
内
障
や

緑
内
障
が
気
に
な
り
ま
す
か
？

講
師
：
自
治
医
科
大
学
附
属
病

院
眼
科 

教
授 

川
島 

秀
俊 

先
生

■
第
２
部

眼
圧
無
料
測
定

20
歳
以
上
の
方

定
員
80
名
（
先
着
順
）

時
間
：
午
前
11
時
10
分
〜
正
午

　

※ 

午
前
9
時
30
分
よ
り
、
測
定

整
理
券
を
配
付
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

小
山
地
区
医
師
会

☎（
22
）５
９
９
３

健
康
増
進
課
☎（
52
）１
１
１
６

ド
ナ
ル
ド
・
マ
ク
ド
ナ
ル

ド
・
ハ
ウ
ス　

と
ち
ぎ　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
説
明
会

ド
ナ
ル
ド
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
・

ハ
ウ
ス 

と
ち
ぎ
で
は
、
子
ど
も

医
療
セ
ン
タ
ー
に
入
院
中
の
ご
家

族
の
た
め
の
第
二
の
我
が
家
を
コ

ン
セ
プ
ト
に
運
営
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
、
説
明
会
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
ご
興
味

が
あ
る
方
は
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
左
記
日
程
で
は
ご
都
合

の
悪
い
方
は
個
別
に
対
応
い
た
し

ま
す
の
で
、
と
ち
ぎ
ハ
ウ
ス
ま
で

お
電
話
く
だ
さ
い
。

■
日　

時

11
月
24
日
㈯

①
午
前
10
時

②
午
後
１
時
30
分

③
午
後
６
時

各
回
１
時
間
程
度

■
場　

所

ド
ナ
ル
ド
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
・

ハ
ウ
ス　

と
ち
ぎ

■
住　

所

〒
3
2
9
-0
4
3
4

下
野
市
祇
園
２
-36
-３

自
治
医
科
大
学
２
号
館
３
階

■
活
動
内
容

入
院
中
の
子
ど
も
の
家
族
の
た

め
の
滞
在
施
設
の
運
営
補
助

平
日
、
土
・
日
曜
（
特
に
土
、

日
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
不
足
し
て

い
ま
す
）

ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
、
利
用
家

族
の
案
内
、
対
応
、
事
務
作
業
な

ど
２
週
間
に
１
回
、
３
時
間

■
連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先

 

ド
ナ
ル
ド
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
･

ハ
ウ
ス
と
ち
ぎ

（
担
当
：
中
澤
、
斎
藤
）

　

☎（
58
）７
５
５
１

※ 

ド
ナ
ル
ド
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
・

ハ
ウ
ス
は
全
国
に
８
か
所
あ
り
、

年
間
３
，６
０
０
も
の
家
族
を

受
け
て
入
れ
て
い
ま
す
。

足
利
特
別
支
援
学
校

第
４
回
学
校
見
学
会

足
利
特
別
支
援
学
校（
病
弱
）で

は
、
学
校
見
学
会
を
行
い
ま
す
。

本
校
の
教
育
活
動
に
つ
い
て
お

知
り
に
な
り
た
い
方
や
、
入
学
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
ぜ
ひ
お
い
で

く
だ
さ
い
。

■
期　

日

11
月
19
日
㈪
小
・
中
学
部

11
月
21
日
㈬
高
等
部

午
前
10
時
〜
正
午

■
会　

場

栃
木
県
立
足
利
特
別
支
援
学
校

（
足
利
市
大
沼
田
町
）

■
問
い
合
わ
せ
先

足
利
特
別
支
援
学
校

☎
０
２
８
４（
91
）１
１
１
０

必
ず
チ
ェ
ッ
ク

最
低
賃
金
！

使
用
者
も
、労
働
者
も

栃
木
県
最
低
賃
金
が
時
間
額

７
０
５
円
に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

改
定
発
効
は
平
成
24
年
10
月
１

日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

栃
木
県
最
低
賃
金
は
栃
木
県
の

区
域
内
の
事
業
場
で
働
く
す
べ
て

の
労
働
者
と
そ
の
使
用
者
に
適
用

さ
れ
ま
す
。

な
お
、
特
定
の
産
業
に
は
特
定

（
産
業
別
）
最
低
賃
金
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

詳
し
く
は
、
栃
木
労
働
局
労
働

基
準
部
賃
金
室

☎
0
2
8（
6
3
4
）9
1
0
9

ま
た
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監

督
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

～投票で　あなたがつくる　明るいとちぎ～

■投票日に予定があり、投票に行けない方は、期日前投票をご利用ください。
　期日前投票期間：11月２日（金）～17日（土）　午前８時30分～午後８時
■

11月18日（日）は、栃木県知事選挙の投票日です
投票時間：午前７時～午後８時


